






附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１日から施行し、平成２８年４月１日より適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



２　基準額 ３　対象経費 ４　補助率

保育士修学資金貸付
事業を実施するために
必要な報酬、給料、職
員手当等、賃金、共済
費、旅費、需用費（消耗
品費、燃料費、会議
費、印刷製本費、光熱
水費及び修繕料）、役
務費（通信運搬費、広
告料、手数料）、委託
料、使用料及び賃借料
並びに備品購入費等

10/10

１　事業区分

（１）修学資金（学費相当）
・月額５０，０００円以内

（２）入学準備金
・２００，０００円以内

（３）就職準備金
・２００，０００円以内

（４）生活費加算（貸付申請時に生活保護受給世帯に属する者であって、養成施設に
在学する者に限る）
・生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）別表第１第１章１
（１）において定められる基準生活費のうち、当該貸付対象者の居住地が該当する級
地及び当該貸付対象者の年齢区分に対応する第１類費の額に相当する額の範囲内
の額（１，０００円未満切り捨て）

（５）事務費
・４，２７５，０００円以内（生活費加算を行う場合にあっては５，７７５，０００円以内）

※事業の実施上、事務費の不足が見込まれるときは、市長と協議の上、貸付原資の
一部を事務費に充てることができるものとする。ただし、貸付原資から事務費に充てる
ことができる額は、毎年度、４，２７５，０００円を上限とする。

保育士修学資金
貸付事業

別表（第４条関係）






















